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情報へのアクセシビリティの向上等を推進
　立憲民主党が積極的に取り組んできた「障害者
による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係
る施策の推進に関する法律案」（障害者情報アクセ
シビリティ・コミュニケーション施策推進法案）が
208回通常国会で参議院厚生労働委員長提案に
より可決・成立した。
　本法案は、すべての国民が障がいの有無によっ
て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に資するた
め、障がい者による情報の取得および利用並びに
意思疎通に係る施策に関し、基本理念、国・地方公
共団体等の責務、当該施策の基本となる事項を定
めるものである。
　衆議院の審議では、立憲民主党の提案により
「手話言語法の立法を含め、手話に関する施策の
一層の充実の検討を進めること」等を内容とする
附帯決議が付された。

地域で安心して暮らせる社会へ
　大阪地裁が、マンション内で運営されていた障
がい者グループホーム（ＧＨ）に対し、ＧＨの運営継
続が消防法に基づく防火対策の負担増につなが
る等として退去を命じる判決をしたことを受け、障
がい・難病プロジェクトチームは2022年3月、消
防法の運用等について関係省庁からヒアリングを
行った。
　同年4月には障がい者に対する性的虐待につい
て関係団体・政府からのヒアリング、5月には障が
い福祉事業所のネットワーク団体との意見交換、6
月には障害基礎年金に関する有識者ヒアリング
を、それぞれ行った。

全国各地で起こった自然災害への取り組み
　災害対策部会は、頻発した地震、火山噴火、風水
害について、災害・緊急事態局と連携し、各地域の要
望などを吸い上げ、党一体としての対応に参画し
た。また、インクルーシブ防災の推進、被災者等支援
のための税制の見直しなど議論を深め、参議院選挙
公約に反映させた。

地震・津波対策に係る議員立法が成立
　「津波対策の推進に関する法律の一部を改正する
法律案」が208回通常国会に、衆議院災害対策特別
委員長から提出され、全会一致で成立した。内容は、
①地域の特性に応じた津波避難施設等整備の推進
および情報通信技術活用に関する規定の追加、②ハ
ザードマップ等の作成に係る財政援助の5年延長で
ある。立憲民主党は津波避難タワーの整備に限らず、
高台への避難路等の整備などを政府に要請した。
　また、同国会では、「日本海溝・千島海溝周辺海溝
型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措
置法の一部を改正する法律案」が同委員長から提出
され、全会一致で成立した。主な内容は、津波避難対
策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業に
係る補助率のかさ上げ等である。立憲民主党の要求
で、集団移転促進事業に係る自治体への情報提供、
原発事故との複合災害対策等を含む委員会決議が
採択された。

豪雪地帯対策特別措置法改正案への取り組み
　立憲民主党が先んじて提出した法案の主な内容
を取り入れた「豪雪地帯対策特別措置法の一部を
改正する法律案」が同委員長提出で成立した。（詳細
p.42）
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子ども
子育て世帯10万円支給問題を解決
　政府は2021年11月、「令和3年度子育て世帯
等臨時特別支援事業」として、10万円相当の給付
を決定したが、さまざまな問題が露呈した。
　立憲民主党は、議員立法「新型コロナウイルス感
染症関連子育て世帯支援給付金の支給の実施に
おける地方公共団体の自主性の確保等に関する
法律案」（子ども給付金全額現金給付可能法案）、
「令和三年度子育て世帯臨時特別給付金の支給を
受けていない特定養育者を支援するための特定
養育者支援給付金の支給等に関する法律案」（離
婚世帯子ども給付金支給法案）を衆議院に提出
し、政府に制度改正を実現させた。両法案は審査
未了となった。（詳細p.35）

子どもの声を国会へ
　子ども・子育てプロジェクトチームと党つながる本
部は合同で2022年4月1日、「子どもの声をきく
会」を開催した。会には、8歳から17歳までの子ども
14人が出席した。
　208回通常国会では、政府が新しい省庁の枠組
みとして「こども家庭庁」を提案し、子どもや子育て
政策に関する議論が大いに活発になることが予測
されたこともあり、「こども家庭庁法案」の審議入り
を前に、国会の議論に子どもの声を反映することを
目指して、子ども政策の当事者である子どもたちか
らグループワークの形式で直接意見を聞いた。
　立憲民主党は、子どもの権利を擁護するための独
立機関である子どもの権利擁護委員会（「子どもコ
ミッショナー」）の設置や、子どもの意見表明権の確保
を政策として掲げており、その実現を目指している。
　その後、出席議員が子どもたちの意見を委員会審

議で取り上げた。子どもの声を国会へ届けるための
有意義な意見交換の場となった。

子どもの最善の利益のために
　立憲民主党は、2021年の204回通常国会に
提出した議員立法「子どもの最善の利益が図られ
るための子ども施策総合推進法案」（子ども総合
基本法案）を208回通常国会で大幅にバージョン
アップし、衆議院に再提出した。
　法案は、政府提出の「こども家庭庁設置法案」お
よび「こども家庭庁の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律案」、与党議員立法「こども基本法案」
と並行審議されたが、与党などの反対多数により
否決された。（詳細p.42）

児童手当の大幅拡充に向けて
　現行の児童手当は、0歳から中学生までの子ど
もを育てる保護者に対し、月額5000円から1万
5000円を支給するものだが、子どもの年齢や子
どもの数、保護者の所得によって支給額が異なる
大変複雑な制度となっている。
　さらに、2022年からは年収1200万円以上の
世帯（子ども2人＋年収103万円以下の配偶者が
いる場合）に対して児童手当の代わりの特例給付
を支給しないなど、安定的な制度にはなっていな
い。
　立憲民主党は、子どもや子育て世帯に対する支
援を大幅に拡充することを目指しており、208回
通常国会で議論した結果、児童手当は、高校卒業
年次まで一律で月額1万5000円に延長・増額す
るとともに、所得制限を撤廃し、すべての子どもに
支給することを政策として決定した。

2022.4.1 「子どもの声をきく会」を開催
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